
学校教育目標 『命を大切にし、たくましく生きる心豊かな生徒の育成』 
○進んで学ぼう  ○強い体力をつくろう  ○礼儀を守り、責任をもとう 

今年度の研究目標 
表現力をつける～子どもが表現できる授業づくり～ 
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【今後の予定】 

【７・8月の行事予定】 【９月の予定】 

＜＜７月＞＞ 

３日（水）地域挨拶運動 

５日（金）研究授業 ：４５分×５時間 

                  ※３年３組は６時間授業 

１０日（水）三者懇談 ：４５分×４時間 

１１日（木）三者懇談 ：４５分×４時間 

１２日（金）三者懇談 ：４５分×４時間 

１６日（火）三者懇談 ：４５分×４時間 

          学校徴収金（第２期）振替日 

１７日（水）三者懇談 ：４５分×４時間 

※懇談期間中は給食も購買販売もありません 

１８日（木）大掃除（６時間目） 

１９日（金）終業式 

 

＜＜８月＞＞ 

１０日（土）～１６日（金）学校閉庁日 

※上記期間中は１７時以降の警備員 

対応は「可」電話対応は終日「不可」 

２６日（月）始業式 

２９日（木）1・2年生宿題テスト 

３年生実力テスト 

 ３日（火）３年生チャレンジテスト 

         地域挨拶運動 

 ５日（木）クラブ写真撮影 

 ６日（金）クラブ写真撮影 

２０日（金）六中祭 

２３日（月）振替休日 

２４日（火）後期生徒会立候補開始 

２５日（水）学校徴収金（第３期）口座振替日 

 

 

【第二期改造工事が始まります】 

 ７月 20 日（土）から B 棟の工事とエレベーター設置工事が始まります。夏休みの間は B 棟には立

ち入ることができません。普段、B 棟でクラブ活動をしている美術部、家庭科部、手話部の皆さんは

別の場所での活動になりますので、顧問の先生からの連絡を待っていてください。B 棟の工事の 80％

は夏休みの間で行われます。残りは２学期から 3 学期にかけて土日を使って工事が進みます。エレベ

ーターの設置工事は来年の３月中旬まで続きます。引き続き安全面の確保はしますが、皆さんも安全

に気を付けて学校生活を送るようにしてください。 

 

【音楽部が地域で活躍してくれました！】 

６月１４日、吹田南振興会の出演依頼を受け、音楽部が江坂の 

東急 REIホテルで演奏しました。参加者の皆さんは「演奏を聴い 

て元気が出ました」と話されていました。準備も大変な中、お疲れ様 

でした。 

 

いつも本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

今回は、本校の教育目標や三者面談の目的についてお知らせしたいと思います。学校教育目標であ

る「進んで学ぼう」「強い体力をつくろう」「礼儀を守り、責任をもとう」は、すべて社会に出た際に必要

な力を育むことを目指しています。「進んで学ぼう」は、主体的に学習することを意味しています。「強い

体力をつくろう」は、楽しみながら適度に運動し、将来にわたって健康的な生活を送れるようにすること

を意味しています。体力の限界まで挑戦することを求めるものではありません。「礼儀を守り、責任をもと

う」は、言葉通り、社会に出るために必要な礼儀や責任感を身につけることを意味しています。これらを

日々の学校生活の中で身につけ、生徒たちが将来、自立し、他者と協創していける力を養っていきます。

また、昨年度より本校では「表現」にも力を入れています。生徒たちが自分の考えを持ち、他者と積極的

に対話し、自らの意見や感情を適切に表現する力を育むことが重要だと考えています。最後に、三者面

談についてお知らせいたします。三者面談は、保護者の皆様と生徒が自信を持って前向きになれる場と

することを目的としています。お子様が現在頑張っていること、今後の目標などを主体的に考える時間に

したいと考えております。 

暑い時期となりますが、今後とも、本校の教育活動にご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

校長 須藤 渉 

 「体育が好きな人―？」と始めの授業でよく聞きます。六中では、８割ぐらいの生徒が手を挙げてくれ

ます。私が教師を始めた１５年ほど前に比べると、手の挙がる人が少し減ったような気もしています。そ

こで、ネットなどで体育嫌いが増えているのかを調べたところ、３０年前の調査では、何と体育は好きな

教科１位だったそうです。そして 2019年の小学生を対象とした結果では、好きな教科では 4位、嫌い

な教科としては４位に位置付けられたそうです。こう見てみるとやはり、体育嫌いな生徒は昔に比べて

増えてきていることがわかります。昔に比べ、体育の授業は大きく変わっている中、現在の授業では、身

体を動かすだけではなく、どうやったら上手にできるのか、目標を達成するためにはどうしたらいいの

か。などを考え、文字として表現することも必要になっています。その中で私は、体育の好きな生徒を増

やすために、成功体験をたくさんして自信をもってほしいと思って授業を行っています。自信をもつこと

によって、友達と教え合ったり、友達のいいところを見つけたりして、体育だけではなく、これからに繋が

るような関係づくりの出来る授業をしていくことによって、体育の好きな生徒が増えるといいなぁと思っ

ています。 

首席 久松 真由子 

３年生のみんなは 
受験生として最後の 

夏休みだね！ 
目標を明確にして 

みんなで一緒に頑張ろう！ 

保護者・地域とともに 

【ＨＰ用ＱＲコード】 



【第７４回“社会を明るくする運動”作文コンテスト】 
 “社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪
や非行の防止と罪を犯した人たちや非行をした少年
たちの更生について理解を深め、それぞれの立場に

おいて力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を
築こうとする全国的な運動です。 
 本作文コンテストは、次世代を担う小・中学生の皆さ
んに犯罪・非行のない地域社会づくりや犯罪・非行な
どに関して考えたこと・感じたことを作文に書くことを
通じて、本運動に対する理解を深めてもらうことを目
的としています。 
興味のある人は船橋教頭先生まで声をかけてくだ
さい。もちろん担任の先生を通じてでも構いません。 
 
＜テーマ＞ 

  ・“社会を明るくする運動”の目的を踏まえ、日常の
家庭生活。学校生活で体験したことを基に犯

罪・非行のない地域社会づくりや犯罪・非行をし
た人の立ち直りについて考えたこと、感じたこと
など 
＜原稿の枚数＞ 

  ・４００字詰め原稿用紙 3～5枚程度 
＜締め切り＞ 

  ・令和６年８月３０日（金） 

 

【グローバル体験プログラム】 
 

 
【歯の健康ポスター】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【エシカルという言葉を聞いたことがありますか？】 

皆さん、「エシカル」について考えたことはありますか？これは持続可能な社会を目指すために、私たち一人ひ

とりができることです。例えば、エシカルファッションやエシカルコスメといったものが注目されています。中学生の

皆さんも、日常の中でエシカルな選択を意識することができます。例えば、環境に優しい素材の服を選んだり、動

物実験をしていないコスメを使ったりすることです。小さなことから始めてみましょう。 

 

【感情のコントロール法】 

日常生活で腹の立つことや、どうしようもない感情が湧き上がってくることがあります。そんな時は、深呼吸をし

て心を落ち着けることや、好きな音楽を聴いてリラックスする方法を試してみてください。また、自分の気持ちを紙

に書き出すことも効果的です。自分の感情を理解し、コントロールする力を身につけることは、とても大切です（ア

ンガーマネジメントとも言います）。他にもいろいろな方法がありますが、どうしても感情のコントロールが難しい

人は誰かに相談してくださいね。社会に出ても必要な力です。 

 

【こども基本法】 

子ども基本法は令和４年（2022年）6月に成立し、令和５年（2023年）4月に施行されました。また、子ども

家庭庁も令和令和５年（2023 年）4 月 1 日に発足しました。これにより、子どもたちの権利を保護し、子どもと

家庭に関する政策の推進が図られています。この法律は、子どもたちが意見を表明する権利を持っていることを

認めています。皆さんも、自分の意見や感情を表現することが大切です。学校の授業でも「自分を表現する」こと

を大切にしています。ぜひ、自分の意見を大切にし、自分らしく表現してください。以前の学校だよりでも伝えまし

たが、「自分の意見を表現すること」と同じくらい「他人の意見を尊重すること」も大切です。他人の意見からもし

っかり学び、自分の意見や考えをアップデートしてくださいね。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（こども家庭庁 HP より抜粋） 

【学割の申請について】 
夏休み中に遠方に行かれる場合の『学割』については、１学期の 

終業式までに申請していただくようお願いします。即日発行とは 
いかない場合もありますので、事前にお子さまを通して各担任まで 
お申し出ていただくか、保護者様から教頭までお問合せください。 
ご利用条件といたしまして、JR の利用区間が片道１００Km を 

超える場合であること、購入の際や利用時に生徒手帳を携帯する 
ことが必要です。よろしくお願いいたします。 


